　第３６号議案

　　品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

　上記の議案を提出する。

　　令和８年２月１８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長　　森　　澤　　恭　　子　　　
　　　品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
　品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（平成１４年品川区条例第１９号）の一部を次のように改正する。
　第１１条第２項第１号中「１７万７，９５０円」を「１８万６，０５０円」に改め、同項第３号中「８万８，９８０円」を「９万２，９８０円」に改める。

　別表中「８，５２９円」を「９，０６０円」に、「９，９０９円」を「１０，３３２円」に、「１２，３５１円」を「１４，１７５円」に、「１３，５７５円」を「１４，１７５円」に、「１５，８３７円」を「１６，４６７円」に、「１６，８６６円」を「１７，４９６円」に、「７，１６４円」を「７，６２９円」に、「７，９３２円」を「８，３４０円」に、「９，４３８円」を「９，８７３円」に、「１０，７０１円」を「１１，０７３円」に、「１１，６１０円」を「１１，９０７円」に、「１１，９７０円」を「１２，２４６円」に改める。
　　　付　則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（以下「新条例」という。）第１１条第２項第１号および第３号の規定は、令和７年８月１日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
３　令和７年８月１日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、改正前の品川区立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（以下「旧条例」という。）第１１条第２項第１号および第３号の規定に基づく介護補償（令和７年８月１日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。）として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
４　新条例別表の規定（次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）は、令和７年４月１日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償ならびに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
５　令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの期間における新条例別表の規定の適用については、同表学校医および学校歯科医の補償基礎額の項１０年以上１５年未満の欄中「１４，１７５円」とあるのは、「１２，９５１円」とする。

６　令和７年４月１日から施行日の前日までの間において、旧条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金（令和７年４月１日から施行日の前日までの間に係る分に限る。）ならびに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金および葬祭補償（令和７年４月１日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。）として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に基づく公務災害補償の内払とみなす。

　（説明）公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令等が改正されたことに伴い、介護補償の額および補償基礎額を改める必要がある。
